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地方自治体には、職員数の減少や厳しい財政状況の中で、安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的に提供され

るよう、地域の実情に応じ、行政改革に取り組むことが求められている。しかし、保健・医療・福祉・介護分野では

外部組織と連携した保健事業が展開されているとは言い難く、行政機関と外部組織との役割分担を検討する必要があ

る。そこで、本研究では、地域の保健事業における行政機関と外部組織の役割分担に関する文献レビューを行い、こ

れまでの研究を概観することを目的とした。文献レビューでは、医学中央雑誌を用いて「行政」「保健事業」「役割分

担」「企画」「保健計画」をキーワードに 2000 年から 2021 年までに発表された文献を検索し、27 件を対象とした。

その結果、地域保健分野において保健事業における行政機関と外部組織の役割分担に関する研究は外部組織を活用す

る意義や目的、活用状況等の観点から検討されているものはあるが、プロセス及び要因は系統的に検討されていなか

った。今後は、地域保健分野の一次予防に関する事業に焦点をあて、行政機関が担うべき役割の認識及びサービス提

供者の決定について決定しているのかについてそのプロセスと影響を与える要因について専門職の専門性と社会規範

を中心に検討する必要があることが示唆された。 
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ⅠⅠ．．ははじじめめにに  

地方自治体は、地方自治法において「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における

行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」とされ、地域住民が暮らしていくために必要

な様々な公共サービスを提供している。この公共サービスには、法令上、民間に委託することが可

能な業務と行政自らが執行する業務がある。 

地方自治体においては、一般行政職員数の減少や財政状況が厳しい状況が続いており、また今後

も続くことが見込まれるなかで、安全かつ良質な公共サービスが確実、効率的に実施されるよう、

地域の実情に応じ、行政改革に取り組むことが求められている。 

地域保健分野においては、「地域保健対策の推進に関する基本指針」で今後の基本的な方向性とし
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て科学的根拠に基づき効果的・効率的に地域保健対策を推進するとともにソーシャルキャピタルを

活用した住民との協働により、地域保健基盤を構築し、地域保健対策を総合的に推進することが必

要であるとしている[1]。また、「地域における保健師の保健活動について」では、今後の保健師活動

について、地域において取り組むべき健康課題を明らかにすることにより、その健康課題の優先度

を判断することや、他職種の職員、関係機関、住民等と連携及び協働して保健活動を行うことに取

り組む必要性が示されている[2]。 

しかし、令和元年度に総務省が地方の公共サービス改革の一環として行った全国市町村を対象と

した窓口業務についての民間委託の実施、検討の状況についてのアンケート調査では、調査した25

業務のうち保健・医療・福祉・介護分野の7業務において、民間委託している割合はすべての業務

で平均を下回っている[3]など、地域保健分野で行政機関と外部組織・地域住民等との役割分担が十

分にできているとは言い難い。 

これらの流れのなかで十分に考慮されるべきと考えらえるものが 2 点ある。1 点目は、松下[4]が

「政策とは、社会の組織・制御の技術としての政治による、公共の富というかたちをとる社会余剰

の集約・配分の手法」と定義するように、社会に存在する資源は有限であり、行政機関がそれらを

どのように分配し、どのような選択したかの視点は効率的・効果的な事業展開において非常に重要

である。2 点目は、「ある行政需要を政府の対応すべき行政ニーズに認定するか否かという問題は、

この行政需要を充足する種々の財・サービスを誰が供給するのが最善か、財・サービスの供給主体

をどのように組み合わせるのが妥当かという点についての判断にかかわる問題」とした上で、これ

が公私の役割分担、民間活力の活用、民間委託の推進などとして議論されている問題であるとして

いるように[5]、行政機関が対応すべき課題かどうかについては、財・サービスの供給の主体と関連

付けた事業の企画・立案、実施及び評価がなされる必要がある。 
地域保健活動において行政機関が解決すべき健康課題の優先順位を決定する場合は、人員や予算

を考慮することや、民間や住民等の地域資源の有効活用も踏まえながらスクラップアンドビルドを

検討するなど留意事項として提示されたものはあるが[6]、上述した行政職員のマンパワーと予算の

分配に関するプロセスや要因について十分な検討がされているとは言い難い。 

このため、地方自治体の地域保健活動に係わる職員は、限られたマンパワーや予算のなかで、行

政が主体となってサービスを提供することが必要な健康課題は何か、さらに直営か委託かなど保健

事業の企画立案をこれまでの経験に依拠して行っていることが多い。 

このような背景を踏まえ、本稿では初めに公共サービスと地域保健活動の関係について整理する。

次に、地方自治体の地域保健活動において限られたマンパワーや予算のなかで、行政が主体となっ

てサービスを提供する保健事業について、行政はどのような検討プロセスを経てサービスの実施主

体を決定し、その決定にどのような要因が影響して決定されるかを明らかにするための最初の段階

3232 研究ノート



として、国内の地域保健活動における専門職である保健師と外部組織に関連する文献について外部

組織の捉え方や活用方法などを中心にレビューする。 

ⅡⅡ．．研研究究方方法法  

11．．公公共共ササーービビススとと地地域域保保健健活活動動のの関関係係  

公共サービスは、「国や地方自治体の事務又は事業であって、特定の者に対して行われる金銭その

他の物の給付又は役務の提供」（公共サービス基本法第 2 条 1）、または「国又は地方自治体が行う

規制、監督、助成、広報、公共施設の整備その他の公共の利益の増進に資する行為」（公共サービス

基本法第2条2）と定義している。 

武藤は、公共サービスの概念について直営サービス、行政サービス、公共サービス、市民社会サ

ービスの関係から定義している[7]。この定義では、市民社会サービスは「市民社会の存続に必要な

サービス」であり、 都市型社会が進展し、地域社会における互助・共助が低下している今日の状況

において、市民社会サービスへの依存度がますます高まっているとしている。さらに市民社会に必

要なサービスのうち、市場に委ねるだけでは不足しがちになるサービスやなくなっては困るサービ

スなど、何らかの意味で支える必要のある「公共的な提供が望ましいサービス」が公共サービスで

あり、このうち行政が責任をもって提供しているサービスを行政サービスとしている。これは公務

員によって提供されるサービスであり、サービスの担い手は公務員であるが、非正規雇用の公務員

による場合も多い。一般に直営は、必要性が高いサービスや緊急性の高いもの、法令により直接行

うことが定められているもの、公平性や個人情報保護などの観点から外部に委託することが困難な

ものなどが該当する。 

一方、行政内部への地域住民や市民団体の人材の登用や、公共サービスの市民への委託など、市

民が主体的に公共サービスの担い手となる「新しい公共」の動きが活発化している。 

第 27 次地方制度調査会は、2003 年 11 月の今後の地方自治制度のあり方に関する答申で、基礎

的自治体の体制の構築に重要な視点として、地域における住民サービスを担うのは行政のみではな

く、分権時代の基礎自治体においては住民や、重要なパートナーとしてのコミュニティ組織、NPO

その他民間セクターとも協働し、相互に連携して新しい公共空間を形成していくことを目指すべき

であること指摘している。また第31次地方制度調査会では、2016年3月の人口減少社会に的確に

対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申で、人口減少社会の中で、市町村が、

地域経営の主体として、人口減少対策を講じつつ、引き続き持続可能な形で行政サービスを提供す

る必要があるとし、広域連携等によるサービスの提供や外部資源の活用による行政サービスを提供

すること、さらにガバナンスの在り方として人口減少社会において合意形成が困難な課題について

解決することが地方自治体に期待されていることや住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の
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効果を挙げるよう、地方自治体の事務の適正性の確保の要請が高まるとしている。 

地域保健活動は、医師や歯科医師、保健師、管理栄養士等の専門職及び事務職などが役割分担を

しながら担っている。橋本は地域保健活動の目的について「地域保健問題を組織的に解決し、しか

も断片的、静的ではなく、生きており、新しいものを創り出し、成長し発展していくダイナミック

な組織活動の社会的な過程」と述べ、地区組織活動を重要視している[8]。わが国では、昭和11年か

らの乳幼児の死亡率の改善を目的とした愛育班活動や、昭和 30 年代の保健衛生対策である蚊とハ

エのいない生活実践運動、地域住民の健康増進を目的とした健康推進員活動等の地区組織活動は地

域の健康課題解決のために地域住民らの主体的参加として、地区組織による健康増進や疾病予防の

ための啓発活動、いわゆる一次予防を行う担い手として行政が地域住民に必要な知識や技術を提供

することにより行われてきた。さらに、二次予防では、疾病の早期発見・早期治療ために乳幼児健

康診査やがん検診等が法律や制度に基づいて実施されている。市町村で実施されてきた健康診査は、

これまで老人福祉法（昭和 38 年）、老人保健法（昭和 57 年）で義務づけられ、98％の市町村が医

師会や健診機関等に委託していた[9]。一方で母子保健法に基づき市町村が実施するよう定められた

「1 歳 6 か月児健診」及び「3 歳児健診」についてはほとんどの市町村が市町村の保健センター等

で行う集団健診として医師を非常勤職員として任用して実施しており、医療機関等に委託して行う

市町村は少ないなど[10]、それぞれの事業目的や内容などを踏まえ、委託や非常勤職員の任用が行わ

れている。また、疾病の治療、リハビリテーション、社会復帰等の三次予防は、主なサービスの担

い手は医療、福祉、介護等の関係機関・関係者によって提供されるなど、地域保健分野では以前か

ら地域住民との協働や民間サービスへの委託などは行われてきた。しかし、行政が主体となって直

接行政がサービスを提供するかどうかについてはそのフレームがなく、地方自治体はその時々で判

断を行ってきた。またこれまでの活動は、地方自治体は地域住民を行政活動の一環に組み込むもの

であり、地方自治体と住民が共通の目的を実現するために対等な関係に立って協力するものとは言

い難く、また近年では田口らが[11]「健康づくり推進員」、「母子保健推進員」などの住民組織では、

新しいメンバーが見つからないことや、活動の対象者が固定化していること、仕事や介護等の理由

により活動への関わり方に制約があるメンバーが多い等の課題があり、組織の存続や活性化に向け

て効果的な対策を図ることが急務であるとしているなど課題は多い。さらに近年では、特に一次予

防である国民の健康づくりの推進において医療保険者、医療機関、薬局、地域包括支援センター、

教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等の多様な機関がその推進機関とされてお

り、行政が主体となって直接行政がサービスを提供するかどうか、協働して提供するのかなど新た

な役割分担も求められる。 

地方自治体の意思決定は、上下の指揮命令系統が確立されており、組織に所属する職員には職位

や職種などに応じて何らかの意思決定を担っている。それが積み重なって組織の意思決定を形成し
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ているため、どのような背景を持った職員がどのような意思決定をしている。 

具体的には、地域保健分野における政策や事業では業務の担当者である専門職が起案することが

多く、同じ部門に所属する専門職や事務職、さらに財政部門の事務職等の関係する部門の職員行政

機関内部で提案する部門と財政部門等の部門間だけではなく、同じ部門や係のなかでも事務職と専

門職間、決裁権者との間で議論、調整がなされている。 

特に、真山が[12]保健・健康の分野の事業を実施する保健師には民間化に適している業務や事業は

何かを保健師の立場で慎重に検討することが専門職としての責任としており専門職のへの責任や期

待も大きいが、一方で保健事業の企画立案等において専門職と事務職の意見が異なる状況も報告さ

れている[13]。 

山本は[14]、予防医学の倫理の特徴のなかで、保健師や事務系職員も含め、保健にかかわる職種集

団のそれぞれの社会規範が異なることが予防医学の倫理の場の構造を複雑にしていると指摘してい

る。また、田尾は[15]、官僚制システムの特異性の1つとしている個人裁量の大きさは、判断や個々

の職種集団が独自に裁量できるようになるが、プロフェッショナリズムの価値意識がそれに拍車を

かけること、自由裁量の余地が大きくなると組織の規範や基準から逸脱する行動も増えることに注

目している。 

行政における専門職の責任と統制については、地方教育行政における事例として教育委員会の事

務局における行政職と教育職の業務分担を明らかにしたものや[16]、生活保護を担当するケースワー

カーの裁量や統制に関する研究[17]が散見されるが、地域保健活動を行う地方自治体の専門職に焦点

を当てた研究は見当たらない。 

果たして行政が主体となって提供するサービスについて地域保健活動を行う地方自治体の専門職

の社会規範とはどのようなものなのか、またどのように専門職としての価値規範をもって企画し、

説明責任を遂行すればよいのであろうか。こうした課題は保健事業の行政機関と外部組織との役割

分担において重要な論点となっている。 

本稿では専門職の中でも保健師に焦点を当てる。地域住民の健康の保持・増進等を目指す活動を

行う保健師は、国家資格としている国はほとんどなく、海外の看護職とは役割や機能、裁量等が異

なるため、国内の地域保健分野における保健師活動に焦点をあてて文献レビューを行う。 

なお、行政が主体となって提供するサービスとは何かに着目することから、武藤の公共サービス

の概念を参考に、外部組織を「行政サービスのなかで、公務員以外のサービス提供主体」と定義す

る。 
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22．．国国内内のの地地域域保保健健分分野野にに関関すするる文文献献レレビビュューー  

11））検検索索方方法法  

インターネット検索サービスである医学中央雑誌で検索した。なお、検索の際に抄録のない文献

は除外した。 

期間は、前述の総務省の「地方自治体における民間委託の推進等に関する研究会検討会」の報告

書が出された 2007 年が民間委託等の推進の契機になったのではないかと考え、2007 年から 2021

年までの国内文献を対象としていくつかのキーワードで検索したが該当数が非常に少なかったため、

発行年の期間を介護保険法が施行された 2000 年からとして、2000 年から 2021 年までとした。

2000年を起点とした理由は、それまで自治体が提供してきたサービスについて、介護保険法が施行

され、地域住民には民間事業者によるサービスの提供が開始されたたことにより、自治体が直営で

サービスを提供するのかしないのか、どの範囲まで提供するのか、地域住民と何をどのように連携

するのか等を検討することにもなった。また、それまで保健衛生部門で提供していたサービスに関

して新たに自治体の組織に介護保険部門が創設され提供されるなど、保健師活動における保健サー

ビスの提供の仕方に大きな影響を及ぼすものであったからである。 

なお、キーワード検索したもので該当したものから、文献レビューの対象としなかった文献は、

保健師の基礎教育や卒後教育などに関するもの、産業保健に関するものなど自治体の保健事業と直

接の関係を直接述べていないもの、また ICT関連で近年の科学技術の状況と異なっているものにつ

いては除外した。さらに、地域保健分野で実施される事業は「一次予防」、「二次予防」、「三次予防」

に大別されるが、「三次予防」は医療機関や施設等の専門職が主体となってサービスを提供するた

め、三次予防の内容に関するものについても除外した。 

これらの条件で文献レビューの対象としたものについて表1で示す。 

 

表1 

 キーワード 該当数 対象数 重複 文献レビュー対象数 

① 行政 保健事業 役割分担 0 0 

8 27 

② 行政 保健師 役割分担 8 1 

③ 保健師 保健事業 企画 10 2 

④ 保健師 保健事業 － 123 18 

⑤ 保健師 保健計画 － 304 14 

計  445 35 
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22））分分析析方方法法  

収集した 27 件の文献[13],[18]～[43]について、保健事業の行政機関と外部組織・地域住民との役割分

担の決定のプロセスと要因という観点から、年代別の文献件数や研究対象とした保健事業の領域を

まとめた。さらに、概要について一表にまとめた。内容については、保健事業の行政機関と外部組

織との役割分担に関する文脈を探し、知見として抜き出した。 

33））結結果果  

収集した27 件の文献について、2000 年から2006 年まで、それ以降は7 年ごとの論文数を比較

した。2006年に着目したのは、本研究のテーマは、地域の保健事業における行政機関と外部組織の

役割分担についての文献レビューであり、これらについては、2008年の高齢者の医療の確保に関す

る法律で特定健康診査・特定保健指導が保険者へ義務付けられたなかで、特に特定保健指導を民間

事業者に委託する動きは、役割分担に影響すると考えたからである。このため、関連法案が成立し

た2006年を最初の区切りとした。 

その結果について表2で示す。 

 

表2 

 2000年～2006年 2007年～2013年 2014年～2021 年 

件数（n=27） 13 3 11 

 

また収集した27件の文献について、研究の対象としている保健事業について領域別に比較した。

その結果について表3で示す。 

 

表3 

 母子 成人・高齢者 精神 複数の領域 
領域との 

関連無し 

件数(n=27) 11 5 1 7 3 

 
33．．保保健健事事業業のの行行政政機機関関とと外外部部組組織織ととのの役役割割分分担担にに関関すするる文文献献のの概概要要  

保健師の保健事業の開発や持続的な展開、他機関との連携による事業実施のプロセス等に関する

文献は 9 本[18],[19] ,[21]～[23] ,[27],[29] ,[33] ,[43]あった。これらの文献では、保健師が保健事業を継続・発展、

あるいは新規の事業を創出するための様相やマネジメントのプロセス、保健師に必要な能力を明ら

かにすることを目的としており、調査対象者はすべて保健師であった。またこのうち、他機関や他

職種との連携に焦点を当てた文献は、それぞれ1本ずつあり、前者[18]は保育園や学校、後者[28]は助
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産師であった。地域づくりについての取組事例の紹介では[43]、地域住民との協働による事業の効果

として、各種健康指標の改善が認められたことが報告されている。しかし、マンパワーや財源が厳

しいなかで、新たに事業化することによる既存事業の縮小や廃止、委託等と活用される外部組織他

に与えた影響等に関する言及はなかった。 

保健事業について実施状況や実施者、関係者等に関係する文献は 8 本 [13],[20] ,[25] ,[27] ,[28] ,[30],[38] [40] 

あった。雨宮らは[31]保健事業の外部委託・臨時職員等の活用に関する実態を明らかにした。また、

福田らは[30]雇用形態による業務内容の把握、橋本らは[28]新生児訪問事業の実施について非常勤看護

職員の雇用状況と訪問実施率との関係を明らかにした。また、行政機関の保健師が外部組織の他の

職種との役割や認識等に関する文献は 2 本[20], [25]の 1 本は[20]地域母子保健事業の助産師の参画可能

性の検討であり、もう1本は[25]福祉部門におかれた福祉の相談員と保健師との役割分担に関してで

あった。大森らは[13]保健事業の展開において保健師の事務系職員の意見が異なり困難を感じた場面

と保健師と事務系職員の考え方の特徴を明らかにした。 

保健事業の外部組織への委託等に関係する文献は4本あった。小林らは[26]保健師にとっての保健

事業の委託の経験による意味づけについて明らかにした。また、道林らは[35]市町村のたばこ対策の

推進の実態を明らかにするなかで、医師会・歯科医師会等に委託している個別健診・検診での禁煙

支援の実施割合を調査している。また、市町村が保健事業を外部委託する際のマネジメントの実態

を把握したものや[37]、保健事業に関するデータ活用の庁外の外部組織との体制づくりの工夫につい

て把握したものであった[36]。 

保健医療福祉計画策定との関係では、計画の現状や課題等から保健師の関与に関連する文献が 2

本[24],[34]、地域住民の参画に関連する文献が1本[41]あった。 

一方で、行政機関の保健事業の一部を担っている外部組織のニーズ等に焦点を当てた文献が1本

あった[42]。この文献では、住民の地区組織活動である保健師の健康推進員への支援と健康推進員の

ニーズに焦点を当てていた。 

また、サービスの受け手である地域住民からのサービスへの反応として、クレームの実態を明ら

かにした文献ではクレームの内容を明らかにしている文献が1本あった[32]。 

収集した27件それぞれの文献について概要を表4で示す。 
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表４ 保健事業の行政機関と外部組織との役割分担に関する文献の概要 

  著者・発行年 研究方法 研究対象 研究目的 保健事業の行政機関と外部組織との役割分担に関する知見

1 石井,2003[18]
A町；面接、
B町；保健師と共同
で活動に参加

A町の５活動とB町の15活動

行政の保健分野に所属する保健師が保育所や学校との連携を
意図して取り組んだ活動を対象に、地区活動としての意味を
検討し、その意味をもたらしている看護の特質を明らかにす
ること。

保育所や学校との連携を図る目的について「保健、福祉、教育サービスの質の向上・保障」、「援助体制づく
り」、「協働活動の基盤づくり」、「既存関係組織の役割強化」をあげた。

2 宮崎,2003[19] 半構成的面接 1県１市保健師7名10例
事業開発の過程における保健師のマネジメントの特徴を明ら
かにすること。

保健師が行う事業開発事例のアセスメントの対象の１つとして「活用できる社会資源」をコアカテゴリーにあ
げ、カテゴリーに「協働できる組織・機関」、「協働できる人材」、「活用できる情報」をあげた。

3 荒木ら,2004[20] 質問紙調査 長崎県内全市町村79カ所
地域母子保健事業の現状を把握し、助産師の地域母子保健事
業への参画の可能性を明らかにすること。

地域母子保健活動において市町村の母子保健担当者は、「母子保健事業充実」のために「妊産婦訪問指導」、
「新生児訪問指導」、「婚前・新婚学級」、「母親・両親学級」、「妊産婦健康相談」の内容の順で助産師の
雇用を必要としていた。一方、助産師を必要としない理由として「財政上困難」であること、「保健師だけで
も対応可能」であることなどがあげられた。

4 井出,2004[21] 半構成的面接、援助
記録等の閲覧

市町村の２事例
保健師の保健福祉行政サービスの事業化および運営管理にお
ける看護問題のアセスメント、看護目標、看護方法の特質を
明らかにすること。

保健師が直接看護を提供すべきかどうかを決定する特徴として、「住民の問題解決能力に関する問題」と「問
題解決能力に影響する環境要因に関する問題」双方で公共性を捉え、主に前者については「保健師が直接看護
援助する必要性」を判断し、後者については「行政サービスを整える必要性」を判断していた。

5 村山ら,2004[22]
文書、担当保健師へ
の面接による聞き取
り、事業の視察

2自治体

モデル事業というインセンティブが与えらえた地域母子保健
活動がどのように変化するのかについて、事業の継続・発展
要因を抽出し、地域母子保健活動が成功するための要因を探
ること。

母子保健事業が継続・発展するための要因として、①潜在するニーズの先取り、②既存の住民組織の活用、③
関係者間での意思疎通の促進、④マンパワーの確保、⑤住民や住民組織の積極的な関わりの促進、⑥行政の管
理職の理解の促進、⑦経済面でのバックアップ確保があげられた。

6 安斎ら,2004[23] 半構成的面接 3市町で実施した５事業
市町村保健師が新たに事業を企画、実施し、定着させていく
プロセスを分析することによって保健師における事業過程の
特徴を明らかにすること。

9つのカテゴリーが示された。そのなかで「組織の理解を得ながら、実施の機会を判断する」では、組織内、
関係機関の理解を得ることや、関係職種間で共通の認識に立つ、実現の機会を待ち実施のチャンスを判断する
ことなどであった。また「事業実施のために住民の体制を整え、試行的に対策案を実行する」では、試行的に
実施可能な地域を選定する、事業案は住民とともに考え、具体的な方策を見出していくなどであった。

7 上杉,2005[24] 質問紙調査 全国の530市町村
市町村における健康増進計画（健康日本21）の計画の現状と
課題を明らかにすること。

担当者は、事業推進にあたり、住民の主体的参加による事業推進の難しさを感じ、他部署と連携をすすめよう
と苦労していることがあげられた。

8 長谷部ら,2006[25] 相談事例の分析
１つの区の子ども家庭支援
事業の相談窓口１か所

相談窓口で相談員が把握することができた情報のなかから、
相談者の保健ニーズを検討し、保健師につなげることが望ま
しい事項を明らかにすること。

福祉部門におかれた福祉の相談員が保健師に紹介した事例は「親に精神疾患がある」、「若年の夫婦」、「本
人から子どもを虐待してしまうという訴えがあった」、「子どもの病気や障害、発達の遅れがある」、「療育
困難や育児能力の不足」、「生活基盤が脆弱」、「DVの訴え」、「母体の健康に問題がある」であった。

9 小林ら,2007[26] 半構成的面接

乳幼児健康診査担当者とし
て委託移行前後を経験した
4都道府県8市区町村の保健
師11名

保健師にとっての委託の意味づけを検討し、委託における市
町村保健師の役割および保健事業の効果的な委託のあり方の
示唆を得ること。

保健師にとっての保健事業の委託の経験は、保健師と住民との関係性のとらえ方により、住民庇護型、住民顧
客型、住民パートナー型の３つの型に分類され、〈委託とは住民との距離を隔てるもの〉〈委託とは住民の求
めるものに応えるための保健師にとっての救いの手〉〈委託とはコミュニティの資源の専門性を高め豊かにす
るもの〉という意味づけがされていたことを明らかにした。

10 田村ら,2007[27] 資料分析（援助再現
記録,インタビュー）

熟練保健師による保健事業
の実践過程７事例

保健事業の実践過程における保健師の意図と行為を記述する
ことにより、保健師による保健資源提供活動の特徴を明確に
すること。

保健師による保健事業による社会資源の提供では「公衆衛生・疾病予防の観点で、住民の生活実態・健康課題
を捉え、より重点的に対応すべき対象者とその支援ニーズを明確にする」、「保健事業と公衆衛生上の根拠と
住民の生活に基づいた意義を明確し、全数に対する提供を原則とし、より多くの住民のニーズに対応できるよ
うにする」など活動の特徴について明らかにした。

11 大森ら,2007[13] 質問紙調査を質的に
分析

A県主催の保健師リーダー
研究会の全参加者144名

保健師が日々の実践のなかで遭遇する倫理的ジレンマのう
ち、保健事業の展開において、事務系職員と意見が異なる状
況に焦点を当て、その内容を質的に分析すること。

保健事業の展開において保健師の事務系職員の意見が異なり困難を感じた場面は、保健事業の立案段階が最も
多く、また事務系職員と保健師の考え方の特徴について「関心ごと」、「規準」、「姿勢」、「重視点」とい
う視点から明らかにした。

12 橋本,2007[28] 質問紙調査 茨城県内全市町村87カ所
茨城県の新生児訪問事業の実態を明らかにし、母子保健サー
ビスのあり方を検討すること。

市町村の乳幼児訪問指導事業について、訪問指導のために非常勤看護職を雇用している保健事業所は23カ所
（37.7％）であり、その職種は助産師が最も多く17カ所（74.4％）、保健師と看護師は3カ所（13.0％）、そ
の他１カ所は看護職ではなく母子保健推進員を雇用していたことを明らかにした。また、非常勤看護職の雇用
状況と訪問指導実施率の関係は、雇用のある事業所では新生児期における訪問指導実施率が有意に高かった
が、乳児期の訪問率と雇用状況の間には有意な関係が見られなかったことを明らかにした。

13 大平ら,2008[29] 質問紙調査を質的に
分析

2県のへき地医療拠点病院4
施設の診療圏にある市町村
で母子保健事業を担当する
保健師

医療過疎地域における母子のケアの質を向上させるために、
望ましい看護職の連携のあり方を、保健師の視点から明らか
にすること。

地域母子ケアのための保健師と医療施設の助産師の連携について、地域の保健師は「地域に暮らす褥婦のケ
ア」や「ハイリスク家庭への支援の協働」を期待していることがあげられた。また、保健師は保健師の役割に
ついて「地域で暮らす対象者への生活の場での支援」や「地域の身近な存在」とする一方で「妊産婦との接触
の少なさ」を感じていたことがあげられた。連携の課題として、「専門性を活かした保健師と助産師の関係の
構築」、「連携のための体制づくりの必要性」、「保健師と助産師の情報共有の必要性」があげられた。

14 福田ら,2008[30] 質問紙調査
6地区の市町村保健セン
ターに勤務する常勤保健師
20名

保健師の業務内容を保健師の雇用形態別（常勤保健師・嘱託
保健師・臨時保健師）により業務の内容を分類し、雇用形態
による業務の内容を把握するとともに、保健師の活動内容を
直接住民サービス機能とコーディネート機能に分類し、常勤
保健師の役割について検討すること。

市町村保健師の業務内容と雇用形態別に把握した。成人保健事業では、精神保健相談(94.1％)、ヘルスサポー
トリーダー支援(88.9％)、訪問指導(80.0％)の順で事業に多く関わる一方で、嘱託保健師は生活習慣病健康診査
や個別健康教育に、臨時保健師は健康手帳の交付に多く従事していた。また母子保健事業では、母子健康手帳
交付(95.2％)、自主グループ支援（88.9％）、訪問指導（81.4％）の順で関わる一方で、嘱託保健師は育児相
談、臨時保健師は乳幼児健診や予防接種に多く従事していたことが明らかとなった。

15 雨宮ら,2010[31] 質問紙調査
千葉県内の16保健所、56
市町村保健センター

千葉県内の保健所・市町村の保健センターで働く保健師の
「地域の実態・ニーズ把握」と「保健事業の外部委託・臨時
職員等の活用」に関する実態を明らかにし、課題を検討する
こと。

市町村の外部委託・臨時職員等の活用状況は、母子保健事業で5.0～21.0％、特定健康診査で92.5 ％、介護予
防事業で60.0％、特定保健指導で56.1％、地域包括支援センターで41.1％であった。臨時職員等の活用状況は
「ほとんど臨時職員等が実施」は、新生児訪問が30.2％、こんにちは赤ちゃん事業が47.1％（保健推進員を含
む）であることが明らかになった。

16 深江ら,2012[32] 質問紙調査
静岡県内で協力の得られた
市町保健センターで母子保
健に従事する保健師271人

静岡県内市町保健センターにおける母子保健業務に関する住
民からのクレームの実態と保健師の受け止めを明らかにし、
行政で働く保健師の援助技術の向上やクレームに対する職場
体制の提言のための基礎資料をとすること。

母子保健事業に関する住民からのクレームの実態と保健師の受け止めを明らかにした。住民からのクレーム
は、制度、体制に関するもの、事業の実施方法や連絡に関するもの、保健師の援助技術や姿勢に関するものの
３種類に分類された。

17 飯野ら,2014[33] 質問紙調査
A県内の全保健所及び全市
区町村の保健衛生部門（59
カ所）

予防活動を持続的に展開し成果を挙げた地域看護実践におけ
る持続・発展の様相から、予防活動を持続的に展開する実践
方法の特徴を明らかにすること。

予防活動の持続・発展の様相に影響を与えた事柄として、「予算の確保」では他事業と組み合わせて実施した
り、保健部門以外の部署と協力するなどしていた。また、「人員の確保」では保健部門以外の部署や住民と連
携したり、非常勤職員を確保していた。「個別の援助」では事業参加者の個別の援助ニースが多様化している
ことに対して事業の対象とならない課題に対して新規事業を立ち上げていた。

18 後藤,2016[34] アンケート調査・イ
ンタビュー

アンケート調査39自治体、
インタビュー調査4自治体

母子保健行政の現状と課題を明らかにすること。
母子保健部門が計画策定に取り組むための阻害要因として「計画策定への取り組みよりも、日常業務を行って
いくことが最優先となっている」といった人員の不足があげられてた。

19 道林ら,2016[35] 質問紙調査 1県内全市町村

岐阜県内市町村のたばこ対策モニタリングならびに対策の推
進方策を検討するため、「たばこ規制・対策の自己点検票
（市町村版）」を用いた実証的研究により、市町村のたばこ
対策の推進の実態を明らかにすること。

医師会等に委託している個別健診・検診での禁煙支援については、妊婦健診、特定健診いずれも禁煙支援の実
施を依頼していない市町村の割合が高い現状にあった。

20 杉田ら,2016[36] 半構成的面接 7市
保健事業を展開する上で、データを分析・活用している取組
みの基盤となっている、体制づくりに関する条件を明らかに
すること。

体制づくりにおける所属内外の条件として「1．予算の獲得において関係者からの合意を得やすくするため
に、分析したデータを説明用の資料に活用する」、「2．データを分析することと、分析したデータを事業へ
活用できる体制となるよう、担当部署の連携を意識して体制を構築していく」、「医療機関との継続的な体制
を維持していけるよう、制度開始時だけでなく毎年、医療機関の医師および事務職にも説明し合意形成を図っ
ていく」、「業務を委託している場合、委託機関の従事者のオーナーシップを引き出せるように、分析した
データの提示により情報の共有を図る」が重要と考えられた。

21 鳩野ら,2016[37] 質問紙調査 全国市町村
保健事業を外部委託する際のマネジメントの項目を明らかに
したうえで、特定保健指導の外部委託を例に、外部委託事業
のマネジメントの実態を把握すること。

委託のマネジメント項目のうち、体制整備に関する項目では「とても当てはまる」と「まあ当てはまる」を合
わせると「委託事業と他の事業や地区活動とのつながりは保たれたか」は45.4％、「委託するか否かに関し
て、保健師の意向は反映されたか」は84.3％、「委託契約の方法に関して、保健師の意向は反映されたか」は
66.9％であった。

22 目良ら,2018[38] 質問紙調査
西日本の2府7県324市の精
神保健医療福祉担当者

精神保健福祉活動に携わっている市町村保健師が、地域にお
いて必要と考える社会資源を明確にし、考察すること。

保健師の視点から必要と考える社会資源では、地域を支えるマンパワーとしてピュアサポーターや若手者の当
事者グループのような共に支える存在、愛育委員会や民生児童委員会などのような地域住民によるマンパ
ワー、在宅サービスを支えるヘルパーや往診してくれる精神科医などの精神医療保健福祉に関する専門職があ
げられた。

23 松嶋,2018[39] 質問紙調査・聞き取
り調査

A県内の35市町村
「切れ目ない妊娠・出産支援」に関する事業の現状を明らか
にし、地域ごとに抱える課題を明らかにすること。

新たな事業の仕組みを検討しつつも、まず、地域が抱える課題を含め、その実情に合わせて既存の母子保健事
業を継続するなかで、その仕組みを模索しているという現状が示された。事業の取り組みにおいて保健師が抱
える課題については、対象者の増加に伴う保健師の母子保健業務量の増加、事業の拡大に向けた財源や社会資
源、マンパワーの不足をあげている。マンパワーや社会資源の確保はいずれの市町村においてもが課題となっ
ていた。

24 大曽ら,2020[40] 質問紙調査 6府県の全260市町村
市町村における健康増進事業の取り組み状況、保健事業の企
画立案・実施・評価の現状および課題を明らかにすること。

保健事業を検討する際に活用した資料では「すでに実施している市町村の資料」が52.1％、「自治体の過去の
報告書」が26.7％、「国の検討会資料、ガイドライン等」が23.7％、「研修会資料」が22.9％、「学会ガイド
ライン」が10.6％、「その他」が25.4％であった。また、保健事業を実施する際の庁内の連携状況では、「単
課で実施」が16.5％、「健康福祉関連の他課」が39.8％、「それ以外の課」が37.3％であった。庁外の連携状
況では「住民組織」が35.9％、「市町村内の職域」30.9 ％、「栄養士会、看護師会など」が5.5％であった。
「委託業者が実施している」は11.4％であった。

25 吉岡ら,2021[41] 質問紙調査
36都道府県,41保健所設置
市,153市町村の保健師
2,185人

保健師が策定に参画した保健医療福祉計画の実行段階におけ
る住民との協働に関連する要因を解明すること。

住民との協働を「少し取り入れた」、「とても取り入れた」と回答した者を合わせると6割弱にとどまってい
たことが明らかになった。

26 城,2021[42] 半構成的面接 Ａ県Ｂ町の健康推進員7名
健康推進員の意識とニーズについて明らかにすることによ
り、健康推進員に対する保健師の支援について明らかにする
こと。

健康推進員活動のニーズとして「健康推進員活動で得たことを自分のために活かせるように今後も自分のペー
スで参加し続けたい」や「健康推進員活動の目的を達成するために住民や行政に健康推進員活動について理解
してもらいたい」などがあげられた。

27 柴川,2021[43] 事例報告 1市
地域特性に応じた住民協働による健康づくりの事業の流れと
評価についての説明。

住民協働による健康づくりにより、各種健康指標が改善したほか、住民の主体性が向上し、ソーシャルキャピ
タルの醸成がみられ、地域の自律的な健康づくりの取組が増加した。
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44．．保保健健事事業業のの企企画画・・立立案案ににおおけけるる外外部部組組織織のの捉捉ええ方方  

さらに、これらの文献について1）地域の健康課題として取り上げるかどうかの判断と外部組織、

2）地域の健康課題を解決するための外部組織、3）健康課題を解決するための事業実施を効果的に

実施するための調整先としての外部組織、の観点から整理を行った。 

11））行行政政機機関関ががササーービビススをを提提供供すすべべききかかどどううかかのの判判断断とと外外部部組組織織  

行政機関は、公的な責任をどのように捉えるか、またどの範囲までサービスを提供するかの考え

方によって外部組織の活用も規定されていた。 

井出は[21]、行政機関が公的な責任として、地域の健康問題について行政サービスを提供するかど

うかの判断についての研究では、「住民の問題解決能力に関する問題」と「問題解決能力に影響する

環境要因に関する問題」の双方で公共性を捉え、主に前者については「保健師が直接看護援助する

必要性」を判断し、後者については「行政サービスを整える必要性」を判断していたことを明らか

にしている。このなかで、社会資源の不足や条件不備などは「問題解決能力に影響する環境要因」

として捉えられていた。 

行政機関が提供するサービスについては、既存事業を継続していくためにはマンパワーを必要と

していることが示されていた。その理由として、行政機関が提供するサービスは、「全数に対する提

供を原則とし、より多くの住民のニーズに対応できるようにすること」[27]が挙げられていた。しか

し、サービスの担い手の判断についての言及はなかった。 

22））地地域域のの健健康康課課題題をを解解決決すするるたためめのの必必要要なな外外部部組組織織  

小林らは[26]、外部組織に委託する保健師の認識について、乳幼児健康診査の委託を取り上げ、委

託の検討期において、事業を再認識し、健診は住民の健康を守るための保健師に不必要な手段であ

ると捉えるか、または、健診は行政サービスの1つであり、事業として効果を出さなくてはならな

いと捉えるか、あるいは健診はコミュニティの資源の1つであると捉えるかという捉え方があった

ことを報告している。収集した文献の内容について①地域の健康課題を解決するための手段として

の外部組織、②地域の健康課題を解決するために活動を発展させることを目的とした外部組織、③

保健事業を効果的に実施するために戦略として活用される外部組織、に分けて整理を行った。 

①①地地域域のの健健康康課課題題をを解解決決すするるたためめのの手手段段ととししててのの外外部部組組織織  

大平は[29]、〈生活圏域に小児科がない〉〈生活圏域に産科がない〉〈緊急時の医療資源不足〉〈活用

できる子どもの専門医療資源がない〉〈不妊に関する医療資源の不足〉という距離が原因で地域住民

が医療施設に適切にアクセスできないことを地域の健康課題として捉えていた。 

目良らは[38]、保健師の視点から必要と考える社会資源について、地域を支えるマンパワーとしてピ

ュアサポーターや若手者の当事者グループなどの当事者、愛育委員会や民生児童委員会などのような

準公務員、在宅サービスを支えるヘルパーや往診してくれる精神科医などの専門職を挙げている。 
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松嶋は[39]、切れ目ない妊娠・出産に関する事業の現状を明らかにしており、そのうち重点的な取

り組みを行う3市町村についてインタビュー調査を実施している。その結果、既存事業の継続や強

化のために自治体では訪問等を助産師に委託、産後ケアについては事業所に委託していた。また、

別の自治体では社会福祉協議会に委託していた。荒木らは[20]、地域母子保健事業の助産師の参画可

能性の検討から、地域母子保健の充実、子育て支援が強く求められているなかで、市町村で助産師

を必要とする理由は母子保健事業の充実であった。このように、母子保健分野においては、地域の

健康課題を解決するために、専門職である看護職のなかでも、より専門性の高い職種を必要として

いる背景が浮き彫りになった[20] ,[29] ,[38]。 

一方、成人保健分野に関しては、大曽ら[40]が健康増進事業の連携先について調査している。その

結果、単課で実施したのは 17.9%、行政機関内の健康福祉関連の他課やそれ以外の課との連携は、

それぞれ40.3％、38.8％であった。また、医師会、栄養士会、看護協会などの関係団体の他、住民

組織、市町村内の職域、委託事業者が実施していたことを明らかにした。 

城らは[42]、地区組織活動に参加する健康推進員のニーズに対する保健師の支援において、豪雪山

村地帯では、地理的条件や気候により、保健医療福祉サービスのアクセスの悪さや、保健福祉サー

ビスの種類の少なさから、住民のヘルスケア能力を高めるための予防活動や健康増進に向けた取り

組みが重要であり、健康推進員活動はその方法としても有効であるとし、研究結果において、健康

推進員の担い手不足を感じ、現在の活動の継続と活動を継承するために活動の必要性と有効性を説

明するという支援を行っていたことを挙げている。 

さらに健康課題の解決という目的を達成するために、役割分担が決定すると行政機関は研修等を

実施し、質の担保に務めていた[37]。 

②②地地域域のの健健康康課課題題をを解解決決すするるたためめにに活活動動をを発発展展ささせせるるここととをを目目的的ととししたた外外部部組組織織  

宮崎は[19]、事業開発における保健師のマネジメントの中で、アセスメントのカテゴリーにおいて

活用できる社会資源の1つとして活性化させたい地域の機関を挙げている。また、他職種や他機関

をまきこむ戦略を計画していたことを報告している。 

石井は[18]、行政機関と保育所・学校との連携について、 外部資源を活用することの目的を〈提供

するサービスの質の向上・保障〉〈相談体制づくり〉〈協働活動の基盤づくり〉などサービスに関わ

る関係者、関係組織の資源化を図ることと〈既存関係職種の役割強化〉という関係者の主体性を高

めることを目的としていたことを報告している。 

一方、村山らは[22]、外部組織としての住民組織が保健事業の継続・発展するための要因として、

既存の住民組織の活用、住民や住民組織の積極的な関わりの促進を挙げていた。 

③③保保健健事事業業をを効効果果的的にに実実施施すするるたためめのの戦戦略略ととししてて活活用用さされれるる外外部部組組織織  

宮崎は[19]、キーパーソンが所属している組織・機関、保健活動と同指向の機関、地区活動の核と
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なる社会教育機関を活用できる社会資源の1つとして挙げている。 

安斎らは[23]、市町村保健師が新たに立ち上げた活動の事業過程の特徴として、関係機関の理解を

得ながら、事業実施のために住民の体制を整えたり、関係組織との協力体制を作ったりしているこ

とを挙げていた。 

このように、保健事業の準備段階から外部組織を視野に入れながら協力体制を構築していた。 

  

55．．外外部部組組織織のの活活用用にに関関すするる課課題題ににつついいてて  

松嶋は[39]、既存事業の継続や強化のために自治体では訪問等を助産師に委託、産後ケアについて

は事業所に委託していた。また、別の自治体では社会福祉協議会に委託していたが、いずれの市町

村においても、マンパワーや社会資源の確保が課題となっていた。 

保健事業を充実させるためには財源が必要であるものの、十分な財源がないことが課題として挙

げられていた[20]。また、小規模市町村や豪雪地帯などの自然環境の厳しい市町村では委託したくて

もできる委託できる機関がないことも挙げられていた[29], [42]。 

大森らは[13]、保健事業の展開において保健師の事務系職員の意見が異なり困難を感じたのは、保

健事業の立案段階が最も多く、新規事業の起案や組織育成・支援事業の計画立案、保健医療福祉計

画等の策定などの場面である、また事務系職員と保健師の考え方の特徴について「関心ごと」「規準」

「姿勢」「重視点」という視点のうち、「規準」では、組織の方針や法令の適用、年次予算の適正執

行を重視する事務職に対して、保健師では住民のニーズや住民の利益、先を見通した意図などを重

視することを明らかにしている。これは、委託など活用できる外部組織が仮にあったとしても外部

組織を活用するかどうかについて、行政機関内で調整が必要となる場合があることを示している。 

保健医療福祉計画の策定に保健事業の企画立案の時から外部組織と協働することがよりその地域

において健康課題の背景を理解し、地域の実情に応じた方策に繋がるが、住民との協働を「少し取

り入れた」「とても取り入れた」と回答した者を合わせると6割弱にとどまっている[41]。後藤は[34]、

基礎自治体における母子保健行政の現状と課題を母子保健部門が計画策定に取り組むための阻害要

因の 1 つとして、「計画策定への取り組みよりも、日常業務を行っていくことが最優先となってい

る」と計画策定する上での人員の不足を挙げている。このことは、保健師が保健・医療・福祉・介

護計画への積極的な関与が求められているなかで、地域住民に直接サービスを提供する直接業務が

優先されている状況が浮き彫りになっており、外部組織の活用の必要性を積極的に検討する必要性

も考えられた。 

  

66．．保保健健医医療療福福祉祉介介護護関関連連施施設設がが不不足足ししてていいるる場場合合のの解解決決方方法法  

保健医療福祉介護関連施設が不足している状況においては、健康課題を解決するために、 保健師
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や助産師という専門職がサービスの担い手となり、補うための専門職種間の連携や地域と医療施設

との事例の情報共有システムや地域と医療施設の連携のための組織づくりなどが理想とするケアシ

ステムが示され、そのなかで具体的な方策を検討がされていた。地域の専門的な医療施設の不足が

ある場合には、補うために保健師と助産師という専門職人材がそれぞれの持つ「情報」を繋ぎ、解

決を図ることを目的に対応していた。 

  

77．．保保健健事事業業ににおおけけるる企企画画立立案案とと外外部部組組織織ととのの関関係係性性  

大曽ら[40]の文献では健康増進事業の連携先に委託事業者が挙げられていたが、保健事業を開始し

たきっかけの回答には「委託業者に勧められた」があり、外部組織が行政機関の保健事業の企画立

案への関わりも示唆されている。また、外部組織の保健事業を企画する際に活用した資料について

「すでに実施している市町村の資料」「自治体の過去の報告書」「国の検討会資料、ガイドラインな

ど」「研修会資料」の順であり、このような資料で示されている外部組織を自分の自治体での活用の

検討に影響を与えていると考えられる。 

健康推進員活動に関する文献では[42]、住民からは、活動のニーズとして「健康推進員活動で得た

ことを自分のために活かせるように今後も自分のペースで参加し続けたい」や「健康推進員活動の

目的を達成するために住民や行政に健康推進員活動について理解してもらいたい」などが挙げられ

た。一方で保健師の支援には「健康推進員活動が円滑に進むために健康推進員と良好な関係を作る」

「活動意欲をもってもらうために健康推進員活動から楽しさを得てもらえるようにしていく」「健

康推進員活動の目標を達成するために役割をもってもらう」「現在の活動の継承と活動を継承する

担い手を確保するために活動の必要性と有効性を説明する」が挙げられた。「現在の活動の継承と活

動を継承する担い手を確保するために活動の必要性と有効性を説明する」では、健康推進員の担い

手不足やその解消は困難であることされていた。行政機関が外部組織の活動に対して構成員の満足

感を高め、自己実現を図るために支援を行いながらも、活動の担い手を確保するための活動を持続

的にしていた。 

また、業務を委託している場合、行政機関は委託機関の従事者のオーナーシップを引き出せるよ

うに関わっており、分析したデータの提示により情報の共有を図ることなどが具体的な方策として

挙げられていた[37]。 

ⅢⅢ．．考考察察  

文献検討から行政機関の一次予防サービスの事業と実施と提供者に関する検討のプロセスに影響

する要因として次のような要因が主に考えられるのではないかと考えた。 
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11．．健健康康課課題題のの捉捉ええ方方とと解解決決すするる目目的的のの設設定定のの状状況況    

保健事業について企画立案の段階から潜在化している健康課題も含めて、その課題解決のための

目的や外部組織の成熟度なども考慮した上で、どのように連携するか検討していた。 

また組織を活性化するための支援を行いながら課題の解決を図ろうとしていること、さらに企画

立案した保健事業が効率的・効果的に実施できるよう外部組織である関係機関やサービスの受け手

である地域住民を巻き込みながら合意形成を図っていくなど戦略的に活用していることが示されて

いたように、保健師は健康課題の優先性や重要性などを考慮しながら、外部組織を健康課題解決の

直接的な手段としてその活用を検討していた。地方自治体が問題をどのような枠組みのなかで捉え

るかというフレーミング次第で、問題への対応は異なってくる[44]。また、地域保健の一次予防サー

ビスは正常か異常かの判断基準でなく、ヒューマン・サービスに使われる「普通の発達程度にそっ

ていると判断されながら、保健、疾病の予防等によりのぞましいところまで改善する技術」を用い

るものであり[4]、「のぞましい」の捉え方によって課題とすべきか、また課題として設定された場合

でもその手段は異なる。このように、保健事業を企画立案する保健師が外部組織の活用を認識する

かどうかは、健康課題を行政が責任をもって解決すべきかどうかが大きく影響し、そのことにはど

のように課題をフレーミングしているのか、また企画立案する事業の目標が「のぞましい」という

ゴールをどこに設定しているかが影響していると考えられた。 

 

22．．外外部部組組織織のの実実態態やや他他のの自自治治体体ででのの同同ササーービビススのの提提供供にに関関すするる情情報報ななどど行行政政職職員員がが把把握握ししてていいるる

情情報報のの種種類類  

松下は[4]、政策資源の一つに情報をあげ、政治決断・政策策定のみならず、ひろく組織・制御技術

としての政治は情報からはじまると述べている。保健事業で外部組織を活用できるかどうかは外部

組織の存在やそれらの組織の目的や活動など外部組織に関する情報を把握できているかどうかが大

きなポイントで、普段の他の保健事業などにおいて活用した経験や連絡をとったことがある経験な

どは外部資源を安心して活用することを決定できる要素となっていると考えられた。また、国や他

の地方自治体での同サービスの提供に関する情報は、自分の自治体での保健事業を企画立案に、模

倣したり、それらを自分の自治体仕様にしたりすることに寄与するのであり、把握している情報の

量や質が影響すると考えられた。 

 

33．．ササーービビススをを受受けけるる地地域域住住民民のの満満足足感感  

行政が実施主体の保健事業を地域住民に委託した保健事業では、サービスの提供側に自分たちの

機能や役割が発揮できたと感じ経験や充実感を得た経験が報告されている一方で、対象者の質問に

即答できなかったことなど苦慮した経験も報告されている[45]。サービスの受け手である地域住民に
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は、一部専門的な技術支援のニーズがあることも明らかになっている。特に一次予防サービスは、前

述したとおり「のぞましい」とするものであるが、サービスを受ける地域住民も期待するサービスは

個々に異なるものである。特に地域保健サービスでは、地域住民が情報化社会のなかで健康上の不安

や悩みなどを生命や障害などと関連付けて考えるため専門性や、前述したように機微な個人情報も

扱う観点から地域住民が安心して満足感を得られているかどうかは事業評価の重要な指標である。 

 

44．．保保健健事事業業をを企企画画立立案案ししたた職職員員とと職職位位やや職職種種がが異異ななるる職職員員のの意意見見  

専門職と事務系職員の意見の相違[13]だけではない。専門職は同質的な集団として集団文化を醸成

している[15]。しかし、地方自治体という同一組織において同じ専門職でも職位や所属など所属され

た組織のなかで期待されている役割のなかで意思決定をすることになるため意見が異なる場合もあ

るため、影響する要因として考える必要がある。 

 

55．．地地域域保保健健ササーービビススをを担担当当すするる職職員員のの政政策策形形成成にに関関すするる能能力力  

松下は[4]、政策策定には政策原資と政策手段が相互にむすびついてあらわれてくることから一括

して政策要因としてみなしている。つまり、地域保健サービスを担当する職員の企画立案能力の能

力についても影響する要因として考える必要がある。 

ⅣⅣ．．結結語語  

本研究は、行政機関が地域住民に提供する地域保健の一次予防サービスに関して、行政機関の職

員が直接提供するサービスは地方自治体のなかでどのような考えにより決定されているのか、さら

に外部組織を活用する際どのような役割分担が行われるのか、また専門職がその決定にどのような

考え方でどのように関与しているのかという問いを検討するため、国内の地域保健分野の文献のな

かで外部機関の記述のある文献をレビューした。この結果、地域保健分野においては行政機関と外

部組織との関係について、外部組織を活用する意義や目的、活用状況等の観点から検討されている

ものはあるが、そのプロセスおよび要因を系統的に検討しているものは見当たらなかった。 

今後は、地域保健分野のなかで外部組織について今回の文献検討で最も多く取り上げられていた

母子保健分野の1事業において行政機関と外部組織との役割分担に関するプロセスについて調査す

る必要がある。具体的には、実施主体である市町村へのインタビューを行い、特に保健事業の企画

立案をする保健師等の専門職が原案を検討するプロセスとともに、行政組織内の合意形成のプロセ

スと原案の検討にあたり、推進させた要因及び障壁になった要因については丁寧に記述する必要が

ある。また、その際については行政機関の専門職としてどのような役割が期待されているのか、そ

れらの役割が果たせているのかといった視点を入れていくことも求められる。 
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